
「ファイル追加」ボタンは、委任状等添付用になりました
「ファイル追加」ボタンから電子定款ファイルを添付しないよ
うお願いします

令和８年１月 法務省民事局

令和８年１月１３日から、電子定款の認証の嘱託において、電子定款ファイ
ルに加えて、委任状等の電子ファイルについても、電子定款申請の添付ファイ
ルとして登記・供託オンライン申請システムにより、公証人に対して提供する
ことができるようになりました。
この運用変更に伴い、添付情報を添付する画面のレイアウト及び添付情報の

添付場所が変更されており、「ファイル追加」ボタンは、委任状等を添付する
ためのものとなりました。この仕様変更の結果、従来どおり「ファイル追加」
ボタンを押下して電子定款ファイルを添付した場合は公証人側で正しくファイ
ルを受け付けることができませんので、ご注意ください。
※ 添付情報の添付場所等の具体的な変更点は次ページのとおりです。

１



「添付ファイル一覧」画面における電子定款ファイルの添付場所

【変更前】 【変更後】

電子定款ファイルは、署名形式に応じて、
「定款ファイル追加」又は
「定款（署名付きＰＤＦフォルダ）追加」（ＸＭＬ署名の場合）
を押下して添付する必要があります。

２

「ファイル追加」ボタンは、委任状
等を添付する場合に利用してくださ
い。電子定款ファイルを添付した場
合は公証人側で正しくファイルを受
け付けることができませんので、ご
注意ください。
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